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第１章 業務趣旨 

第１節 業務目的 

 食料・農林水産業は、大規模自然災害・地球温暖化、生産者の減少等の生産基盤の脆弱化・

地域コミュニティの衰退、新型コロナを契機とした生産・消費の変化などの政策課題に直面し

ており、将来にわたって持続可能な食料システムを構築するため、「みどりの食料システム戦

略」が国において策定された。 

 みどりの食料戦略システムでは、農林水産業の持続的な発展と地球環境の両立を図るため、

化学農薬・化学肥料の使用低減など有機農業の推進や環境にやさしい農業に取り組むこととし

ている。 

 当市においても、持続可能な農業を推進するため、農業を取り巻く状況や有機農業、環境に

やさしい農業の取組について分かりやすい情報発信を行い、広く消費者理解の促進を図る。 

 

 第２節 業務期間 

本業務の期間は、契約日から令和７年２月２８日（金曜日）までとする。 

 

第３節 担当課 

 岡山市 産業観光局 農林水産部 農林水産課 

 

第２章 業務内容 

業務の目的に沿って、小学生の親子を対象として、持続可能な農業や有機農業について知っ

てもらうため、料理教室を中心としたワークショップ形式のイベントを実施する。 

受託者は下記内容をすべて実施すること。 

 

第１節 イベント開催に関すること 

第１項 企画全般に関する業務 

ア 業務目的を踏まえて、適切な実施方針を設定すること。 

イ 消費者である市民に対し、以下に示す概要に沿って、業務目的を最大限達成し得ると

考えられる企画を実施すること。 

ウ ワークショップの概要 

実施日 委託契約締結日から令和７年１月３１日までの間に３回実施 

会場 岡山市内 

内容 下記に指定する各テーマに沿って、参加者が楽しみながら参加で

き、料理教室を中心に持続可能な農業や有機農業などについて理

解を促す内容とすること 

テーマ 

 

・「有機農業について」 

・「環境にやさしい農業の取組について」 

・上記のテーマ以外に、業務目的に適合したテーマを 1 つ設定す

ること 

時間 ２時間程度 

参加者 対象を小学生の親子とし、各回１０組～１５組程度 

   エ 各テーマに沿ったワークショップの内容とし、参加者が楽しみながら参加でき、理解

しやすいよう工夫を施すこと。 
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第２項 運営全般に関する業務 

ア スケジュール表に基づく進捗管理 

イ 会場の手配 

ウ 会場等運営計画の策定（人員配置計画、会場等設営計画、搬入・撤収計画等） 

エ 開催当日の会場等運営に係る管理統括（会場等設営、イベント運営、来場者誘導等） 

オ 会場等運営に必要な人員の確保（統括人員、会場等設営人員） 

カ 参加者の募集及び管理 

キ 講師の手配及び報償費・旅費等の支払い 

ク ワークショップに必要な各種消耗品・食材の手配（食材は有機農産物であることが望

ましいが、すべてでなくてもよい） 

ケ 事業実施のための、運営マニュアル（事前準備及び当日業務）の作成 

コ 事前準備、運営及び必要な資料等の作成 

サ 事業の実施にあたり必要となる官公庁等への許諾等に関する申請書類の作成、提出等

の実施 

シ 関係者との連絡調整及び岡山市との会議の開催 

ス 経費内訳書の作成及び提出 

セ 緊急時（地震・火災発生時）の危機管理や事故防止対策等の安全対策の実施 

ソ 事故に備えた損害賠償保険への加入 

タ 参加者に対するアンケート（感想・意見等）の実施・集計 

 

 第２節 広報宣伝に関すること 

第１項 開催告知及び開催に至る機運を高めるのに効果的な情報発信を行うための広報宣伝

の実施及び告知ツールの制作 

   ア 広報宣伝媒体の選定・契約・企画・制作等全般を行うこと。 

イ 媒体の選定にあたっては、事業効果が最大限に得られると想定される媒体を選択し、

広報を実施すること。 

ウ 広報にあたってはワークショップの名称を提案して、委託者と協議の上、決定するこ

と。 

 

第３章 業務実施の条件 

第１節 基本事項 

ア 本業務で外部協力者（業者の再委任等）が必要な場合は、事前に岡山市と協議し承認

を得ること。 

イ 運営に関わる人数及び物品数・内容は、岡山市との協議により変動することがある。 

ウ 本業務に従事する者の安全衛生に関する管理については、受託者がその責任において

関係法令等に従って適切に行うこと。 

 

第２節 定例会議の実施 

ア 業務開始時会議（1 回） 

業務の開始にあたり、契約締結後速やかに、仕様内容、作業スケジュール等の確認、

協議等を行うための業務開始時会議を開催すること。 

  イ 定例会議（月 1 回以上） 

本業務を適正かつ円滑に実施するため、定例会議を開催し、本業務の報告をするとと
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もに、監督員と協議の上、本業務の進捗確認を行うこととする。 

 ウ 随時会議 

緊急を要する事項が発生した場合又は監督員が必要と判断した場合は、上記の会議以

外にも随時会議を開催する。 

エ 会議日時及び場所 

・日時：本業務の契約締結後に監督員と受託者の協議により決定 

・場所：岡山市が指定する場所（原則、岡山市役所の庁舎内会議室） 

オ 打ち合わせ記録の作成・提出 

 受託者は会議終了後、速やかにその打合せ記録を作成・提出すること。 

 

第３節 報告義務 

本業務実施中、トラブルが発生した場合には、必要な処置を講じるとともに、直ちに岡山市

に報告しなければならない。また、対応を行った場合は、処置後に報告書を提出すること。 

 

第４節 成果品 

第１項 報告書の提出 

本業務に関する実績、評価を盛り込んだ委託業務報告書を 2 部作成し、提出すること。報

告書はすべて日本産業規格Ａ列 4 版（一部Ａ列 3 版可）カラー印刷にて作成すること。 

 

第２項 成果品の帰属、著作権等 

成果品の帰属、著作権等については、別に定める場合を除き以下のとおりとする。 

ア 本業務で作成したすべての成果品の権利は岡山市に帰属するものとし、岡山市の許可

無く第三者に貸与及び公表してはならない。 

イ 受託者は、委託の目的物が著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第２条第１項第１号に

規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受託

者の著作権（著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいい、第 27 条、第 28

条に定める権利を含む。）を当該委託の目的物の引渡し時に岡山市に無償で譲渡するも

のとする。 

ウ 委託の目的物に対し、第三者からの権利の主張、損害賠償請求等が生じたときは、受

託者の責任と負担によりこれを処理解決するとともに、岡山市に損害が生じた場合には

その損害を賠償しなければならない。 

 

第５節 適用範囲 

本仕様書は、岡山市が受託者に委託する本業務全般の基本的内容について定めるものである。

また、本仕様書に明記されていない事項でも、本業務を効果的に実施する上で必要と思われる

ものについては、岡山市との協議の上、受託者の責任において誠実に履行すること。 

 

第６節 法令・条例等の適用 

受託者は、本業務の実施にあたり、次に掲げる法令・条例等を準用し、これを遵守しなけれ

ばならない。 

ア 岡山市契約規則 

イ 個人情報の保護に関する法律 

ウ その他の関係法令 
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第７節 秘密の保持 

ア 受託者は、本業務上知り得た秘密・個人情報を業務以外の目的に使用し、または岡山

市の事前の承諾を得ることなく第三者に開示してはならない。 

イ 受託者は、本業務の遂行にあたり、「個人情報の保護に関する法律」に準じて、取得し

た個人情報の取扱いに最大限の注意を払うこと。 

ウ 受託者は、本業務委託を実施する上で知り得た個人情報については、「個人情報の保護

に関する法律」に基づく「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結し、

適切な管理を行うこと。 

 

第８節 損害の賠償 

本業務遂行中に受託者又は参加者が岡山市又は第三者に損害を与えた場合または第三者から

損害を受けた場合は、直ちに岡山市にその状況及び内容を書面により報告し、岡山市の責に帰

すべき事由によるものを除き、すべて受託者の責任において処理解決するものとする。 

 

第９節 貸与資料等 

ア 受託者が本業務を実施する上で必要となる資料等のうち、岡山市が提供することが可

能な資料等は、受託者に無償で貸与するものとする。 

イ 貸与された資料等は、その重要性を認識し取扱い及び保管を慎重に行うこと。また、

本業務において貸与した資料等は、契約期間満了後若しくは契約解除されたときまたは

本業務履行上不要になった場合は岡山市に返還しなければならない。また貸与資料等の

複製物は適切に廃棄するなど岡山市の指示に従った処置を行うこと。 

 

第１０節 プロジェクト管理 

ア 受託者は、岡山市の視点に立って、本業務が効率的かつ適正に実施されるように、ま

た、本業務の目的や岡山市の要求するサービス水準を達成できるように、すべての工程

におけるプロジェクト管理（各作業の進捗状況の把握、岡山市が見落としがちな要件の

指摘、課題・問題点の早期発見と解決策の検討、岡山市への迅速な状況報告等）を徹底

すること。 

イ プロジェクト管理を行う者は、十分なコミュニケーション能力を持つのみならず適切

な課題解決策、方法論等を提案でき、実績や知見、新たな発想等に基づいて、円滑・確

実にプロジェクト推進できる能力を有すること。また、プロジェクトの要員の作業分担

と作業量を適切に把握・管理し、計画の遅れが生じるなど課題・問題等が発生した場合

は、早急に原因を調査し、要員の追加や担当者の変更等、体制の見直しを含むリカバリ

プランを提示し、岡山市の承認を得た上で、これを実施すること。 

 

第１１節 作業経過の報告 

本業務の実施期間中において、受託者は岡山市と緊密な連絡に努め作業を遂行しなければな

らない。また、岡山市は必要に応じて本業務の実施状況を調査し、または報告を求めることが

できることとする。なお、打ち合わせで決定し、または岡山市が指示した事項等について、受

託者は定期的に、その進捗を報告すること。 

 

第１２節 完了検査 
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受託者は、契約期間内に全作業工程を完了した時点で、岡山市の定める委託完了届を提出し

岡山市の検査を受けるものとする。岡山市は委託完了届を受理した日から起算して 10 日以内に

検査するものとする。 

  

第１３節 協議 

ア 本業務を適正かつ円滑に実施する為、受託者は各々の業務について岡山市と常に密接

な連絡に努め、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、岡山市と受託者で

協議のうえ岡山市の指示に従い、業務を遂行すること。 

イ 岡山市において必要と認めたときは、作業の変更または中止をすることがある。この

場合の変更について、委託契約書に明記されていない場合は変更後の条件を両者の協議

により定めるものとする。変更・中止により受託者に損害が生じたときは、岡山市はこ

れを賠償する。 


